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国内における新型インフルエンザ患者を早期に発見し、新型インフルエンザ

の特徴の分析を行うため、全ての医師に新型インフルエンザ患者の届け出を

求め、全数把握を開始する。

新型インフルエンザ患者の臨床像を把握するため、入院患者の全数把握を開

始する。

感染拡大を早期に探知するため、学校等でのインフルエンザの集団発生の把

握を強化する。

入国者中の有症者に関する情報を解析 し、推移を把握する。

【調査研究】

・ 新型インフルエンザのウイルス株を入手 した段階で、国民の各年齢層等にお

ける抗体の保有状況の調査を行うなど、対策に必要な調査研究と分析を速や

かに行い、その成果を対策に反映させる。

【情報提供】

・ 国民に対して、海外での発生状況や現在の対策、国内発生した場合に必要と

なる対策等を、対策の決定プロセスや、対策の理由、対策の実施主体を明確

にしながら、テレビ、新聞等のマスメディアの活用を基本としつつ、関係省

庁のホームページ等の複数の媒体・機関を活用し、詳細に分かりやすく、で

きる限り迅速に情報提供し、注意喚起を行う。

・ 国民からコールセンター等に寄せ られる問い合わせや地方自治体や関係機

関等から寄せられる情報の内容を踏まえて、国民や関係機関がどのような情

報を必要としているかを把握 し、再度の情報提供に反映する。

【情報共有】

・ 地方自治体や関係機関等とのインターネッ ト等を活用 したリアルタイムか

つ直接的な双方向の情報共有を行う。
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【コールセンターの設置】

・ 都道府県・市区町村に対し、Q&Aギ
=配

布した上、住民からの一般的な問

い合わせに対応できるコールセンターを設置 し、適切な情報提供を行うよう

要請する。

'国民からの相談に応 じるため、国のコールセンターを設置する。

【国内での感染拡大抑制策の準備】

。 国内における新型インフルエンザ患者の発生に備え、都道府県等に対し、以

下を要請する。

> 患者への対応 (治療・隔離)や患者の濃厚接触者等への対応 (外出自粛

要請、健康観察の実施、有症時の対応指導等)の準備を進めること。

> 検疫所から提供される入国者等に関する情報を有効に活用すること。

【渡航に関する注意喚起等】

。新型インフルエンザの発生が疑われる場合には、WHOの フエーズ 4の宣言

前であつても、感染症危険情報を発出し、不要不急の渡航延期を勧告する。

・ WHOが フェーズ 4を宣言 した等、新型インフルエンザの発生が確認された

場合、感染症危険情報を発出し、渡航の延期を勧告する

・ 検疫所は、関係機関と協力して、海外への渡航者に対し、新型インフルエン

ザの発生状況や、個人がとるべき対応に関する情報提供及び注意喚起を行う。

・ 事業者に対し、発生国への出張を避けるよう要請する。

【入国者対策】

・ 海外において新型インフルエンザが発生した疑いがある場合には、関係省庁

対策会議又は関係閣僚会議により決定された初動の基本的対処方針に従い、

入国者対策を開始する。
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(検疫の強化)
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> 検疫所において、全入国者に対 して航空・船舶会社等の協力を得ながら、

入国後に発症 した場合の留意事項を記載 した健康カー ドを配付する。ま

た、発生国からの入国者に対 し、質問票の配付
9及び診察 l。等を実施し、

有症者の隔離'1や感染したおそれの高い者の停留
12等

を行う。質問票等に

より得られた情報は、必要に応じて地方自治体に提供する。

● 濃厚接触者の停留を実施する場合には、厚生労働省の要請に基づき

関係省庁間で協議を行い、海外における発生状況、航空機・船舶の

運航状況等に応じて、集約化を図ることを検討する。|

> 航空機・船舶の長から、検疫所に対して発熱、咳など、健康状態に何ら

かの異状を呈している者が乗つているとの到着前の通報があった場合

には、機内又は船内における有症者対策 (有症者の隔離、有症者のマス

クの着用、有症者へ接触する者の限定等)に ついて、航空・船舶会社を

通じ、対応を指示する。

> 発生国から第二国経由で入国する者に対し、航空・船舶会社等の協力を

得ながら、検疫法に基づく質問票の配付や旅券の出国証印の確認を実施

するなど、発生国での滞在の有無を把握し、検疫の効果を高める。

> 検疫の強化に伴い、検疫所、地方自治体その他関係機関の連携を強化す

る。

> 検疫の強化に伴い、検疫実施空港・港及びその周辺において必要に応じ

た警戒活動等を行う。

9検疫法第 12条
Ю検疫法第 13条
11検疲法第 14条第 1項第 1号
レ検疫法第 14条第 1項第 2号
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(外 国人の入国制限 )

'発生国の在外公館において査証発給を行う際、査証審査の厳格化や査証発給

の停止等の査証措置を行う。

(密入国者対策)

・ 感染者の密入国を防止するため、取締機関相互の連携を強化するとともに、

密入国者の中に感染者又は感染の疑いのある者がいるとの情報を入手し、又

は認めたときは、検疫所等との協力を確保 しつつ、必要な感染防止策を講 じ

た上、所要の手続きをとる。

・ 発生国から到着する航空機・船舶に対する立入検査、す り抜けの防止対策、

出入国審査場や トランジットエリアのパ トロール等の監視取締 りの強化を

行う。

・ 感染者の密入国を防止するため、沿岸部及び海上におけるパ トロール等の警

戒活動を強化する。

(入 国者対策関係者の感染防止策)

・ 入国者対策関係者について、プレパンデミックワクチンの接種のほか、個人

防護具の着用、患者からウイルスの曝露を受けた場合の抗インフルエンザウ

イルス薬の予防投与等の感染防止策を講じる。

(航空機等の運航自粛要請 )

・ 発生国における地域封じ込めや、WHOに よる発生国又はその地域への運航

自粛勧告がなされた場合には、厚生労働省の要請に基づき関係省庁間で協議

を行い、国際的な整合性等に配慮しつつ、航空会社や船舶会社に対し、発生

地域から来航又は発航する航空機・旅客船の運航自粛等を要請することを検

討する。

【在外邦人支援】

・ 発生国に滞在する邦人に対し、感染予防策について周知する。

・ 新型インフルエンザの発生が疑われる場合には、WHOの フエーズ4の宣言

前であつても、在外邦人に対し、退避の可能性を勧告し、今後出国できなく

なる可能性や現地で十分な医療を受けられなくなる可能性、帰国に際しては
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検疫が強化されていることについて情報提供を行う。

海外駐在員や海外出張者がいる事業者に対しては、関係省庁や現地政府から

の情報収集を行いつつ、速やかに帰国させるよう要請する。

定期航空便等の運行停止後、在外邦人について、発生国の状況を踏まえ、帰

国に際しては検疫が強化されていることに留意 しつつ、直ちに代替的帰国手

段の検討を行い、対処方針を決定する。

国内の各学校等に対し、新型インフルエンザの発生国に滞在 している在籍者

に感染予防策を周知徹底するよう要請する。

【新型インフルエンザの症例定義】

・ 新型インフルエンザの症例定義を明確にし、随時修正を行い、関係機関に周

知する。

【医療体制の整備】

・ 者β道府県等に対し、以下を要請する。

|:1彙

=1動
|10'=国 1者|や|1内1患‐者|と 01濃厚1接触1者であらて:発 1熱 1呼 1崚1器

症獄等

`麦
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=
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> 帰国者・接触者外来を有する医療機関や、その他の医療機関に対し、症

例定義を踏まえ新型インフルエンザの患者又は疑い患者と判断された

場合には、直ちに保健所に連絡するよう要請する。

> 新型インフルエンザが疑われる患者から採取した検体を地方衛生研究

所へ送付し、亜型の検査を行い、確定診断を行う。

【帰国者・接触者相談センターの設置】

:ク ーノ 第一設継 ック笏(発チ〃

・ 都道府県等に対して、以下を要請する。
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【検査体制の整備】

・ ウイルス株の情報に基づき、国立感染症研究所において、新型インフルエン

ザヘのPCR検査体制を確立する。

・ 都道府県等に対し、地方衛生研究所において新型インフルエンザに対する P

CR検査を実施するための技術的支援を行い、検査体制を速やかに整備する

よう要請する。

・ 新型インフルエンザ迅速診断キットの実用化を図る。

【抗インフルエンザウイルス薬の備蓄・使用等】

・ 国及び者「道府県における抗インフルエンザウイルス薬の備蓄量の把握を行

つ。

・著1道‐府県1等|や医療機関●対●●必要な1場
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ー

''|=ジ

|ザ

ウ|イ ,レ |ス 1薬 |を活用して●1患1者の■1居者ヽ1濃庫1接11者:■||1職場1等111ヽる者:

医療‐従1事者1文|は1救
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・ 弓|き続き、抗インフルエンザウイルス薬の適正な流通を指導する。
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【ワクチン確保・供給体制】

(プ レバンデミックワクチン)

。 新型インフルエンザ発生後、国家備蓄しているプレバンデミックワクチンの

うち、発生したウイルスに対して有効性が期待できるものについて、直ちに

原液の製剤化を行うよう、ワクチン製造会社に要請する。

(バ ンデミックワクチン)

。新型インフルエンザウイルス株の特定後、鶏卵等の確保ができ次第、パンデ

ミックワクチンの生産を開始するよう、ワクチン製造会社に要請する。通常

のインフルエンザワクチンの生産時期に当たる場合には、製造ラインを直ち

に中断して新型インフルエンザワクチンの製造に切り替える等、生産能力を

可能な限り最大限に活用するよう、ワクチン製造会社に要請するざ

。 新型インフルエンザウイルスの遺伝子構造の変異等に伴い、新しい分離ウイ

ルス株の入手状況に応じてワクチン製造用候補株の見直しを逐次検討し、そ

の結果をワクチン製造会社に指示する。

‐
竜 嚢 計「 ''デ
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,れ
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・ パンデミックワクチンの承認申請を受けて適切に審査・承認を行う。

【接種体制】

(プ レバンデミックワクチン)

・ ワクチン製造会社による製剤化が済み次第、直ちにプレバンデミックワクチ

ンの接種を決定し、集団的な接種を基本として接種する。

・ 医療従事者及び社会機能の維持に関わる者を対象に、本人の同意を得て接種

を行う。

(バンデミックワクチン)

' ウイルスの特徴を踏まえ、接種の法的位置づけ等について決定する。

17-ノ  第-7均を ,多笏(芳ヤ熱

,都道府県を通 じて、市区町村に、全国民が速やかに接種できるよう、公費で

集団的な接種を行うこと基本として、事前に定めた接種体制に基づき、具体

的な接種体制の準備を進めるよう要請する。

: プレパンデミックワクチンの有効性が認められない場合、まずバンデミック

ワクチンを、医療従事者等を対象に、本人の同意を得て先行的に接種する。

・言〕疑鮮轟‐嚢:轟糞11議震墓鯨施莞‐魂薫鰐11(碧ケ
る11

・ パンデミックワクチンが全国民分製造されるまで一定の期間を要するが、供

給が可能になり次第、集団的な接種を基本として接種を開始する。

> パンデミックワクチンは、地域ごとの発生段階によらず、各都道府県に、

一定のルールに基づき同時に供給する。

> 都道府県・市区町村に対し、接種の周知を図るとともに、関係者の協力

を得て接種を開始するよう要請する。

【情報提供】

・ ワクチンの種類、有効性・安全性、接種対象者、接種体制といつた具体的な

情報について積極的に情報提供を行う。

【モニタリング】

礁酵纂蓮ltti就職六
・ ワクチン接種が終了した段階で、モニタリングに関する総合評価を行 う。

1【ガイドラインには、以下の内容等について、より具体的に記載する】

|◎発生後のワクチン確保・供給について

| ○ワクチンの確保

|  ・国内産ワクチンの確保について             ―

|  ・輸入ワクチンの確保について

1 0ワ クチンの円滑な流通

|◎ワクチン接種の法的位置づけ等について
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○ワクチン接種の法的位置づけ

○実施主体及び費用負担

◎接種の実施について

O接種対象者の優先順位及びその選定方法

○接種の実施

◎ワクチンの有効性・安全性に関するモニタリングについて

○有効性の評価

O副反応報告

◎国民への適切な情報提供について

【事業者の対応】

・ 事業者に対し、発生状況等に関する情報収集に努め、職場における感染予防

策や、事業継続に不可欠な重要業務への重点化の準備を行うよう、要請する。

【遺体の火葬・安置】

・ 都道府県を通じ、市区町村に対し、火葬場の火葬能力の限界を超える事態が

起こうた場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう

準備を行うことを要請する。

〃―β ″ I段階 ノ7´発ケ亨〃

11り :

檻蒻脩椰柵担1鉤驀1藉1軋|

1超鮮ざ料14状凛1覇,1鼈
○国内のいずれかの都道府県において患者が発生しているが、全ての患者の接

触歴を疫学調査で追える状態。

○国内でも、地域によって状況が異なる可能性がある。

(地域未発生期)

各者F道府県において患者が発生 していない状態

(地域発生早期)

各都道府県において患者が発生しているが、全ての患者の接触歴

を疫学調査で追える状態

対策の日導i
=着

縛‖‖‖|!1

1)国内での感染拡大をできる限り抑える。

2)患者に適切な医療を提供する。

3)感染拡大に備えた体制の整備を行う。

罰1師極熟漏1甜‖帥‖ⅢⅢ‖Ⅲ‖鮒|‖‖‖|ヨ1患lm漁1墜り1毀111請i‖鷹
○積極的な感染拡大抑制策 (患者の入院勧告、地域全体での学校等の臨時休

業・集会の自粛等)を とることで、流行のピークを遅延させられる可能性が

あるため、果断な対応を行う。

○医療体制や積極的な感染拡大抑制策について周知し、個人一人一人がとるべ

き行動について十分な理解を得るため、国民への積極的な情報提供を行う。

○国内での患者数が少ないため、症状や治療に関する臨床情報が限られている

可能性が高いため、海外での情報収集に加えて、国内での情報をできるだけ

集約し、医療機関等に提供する。

○新型インフルエンザ以外にも、発熱・呼吸器症状等を有し感染 したおそれの

ある者が多数発生することが予想されるため、増大する医療需要への対応を

行うとともに、医療機関での二次感染防止策を実施する。

○第二段階への移行はほぼ不可避と考えられることから、医療提供体制の確

保、社会機能の維持のための準備等、感染拡大に備えた体制の整備を急 ぐ。

○受診患者数を減少させ、入院患者数や重症患者数を抑え、医療提供体制への

負荷を軽減するため、パンデミックワクチンの接種を早期に開始できるよう

準備を急ぎ、バンデミックワクチンが利用可能な場合はできるだけ速やかに

できるだけ多くの国民に接種する。
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【基本的対処方針の決定】

。政府対策本部は、諮問委員会の意見を踏まえ、第二段階に入つたことを宣言

するとともに、対策の基本的対処方針を決定する。

【国際間の連携】

'国内発生情報について、国際保健規則 (IHR)に基づき、wHOへ 通報す

る。

・ WHO、 OI巨等のリフアレンスラボラトリー等とウイルス株の同定・解析

に関して協力を行い、症例定義の決定や情報共有等を行う。

・ワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等の開発等に関する国際的な連携、

協力を行う。

【国際的な情報収集】

・ 海外での新型インフルエンザの発生状況や抗インフルエンザウイルス薬や

ワクチンの有効性・安全性等について、国際機関・諸外国等を通じて必要な

情報を収集する。

【サーベイランス】

・ インフルエンザに関する通常のサーベイランスを継続する。第一段階に引き

続き、新型インフルエンザ患者及び入院患者の全数把握、学校等でのインフ

ルエンチの集団発生の把握の強化を実施するが、1諄者議が増加した1歳階では

新摯|レ|,71・レ|,H者凛●1入虎患渤 全藪llB長●●lLII:童症1者凛0売|■

1静に嗅彙!|で

'情

報を
―
収集|す|る●ま|た|■

‐
薇■にお11チ

|る1集|口1発|=10Ⅲ撻0強化
||・ lnt輌轟1輛|'■|^イ|ラレス11豪|||^白■■●1肴症者●1推1移あllEEに

う|い1商|は,IILjち
=|
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・ 国内の発生状況をリアルタイムで把握 し、都道府県に対して、発生状況を迅

速に情報提供し、必要な対策を実施するよう要請する。

【調査研究】

・ 発生した国内患者について、早期には、積極的疫学調査チームを派遣し、感

染経路や感染力、潜伏期等の情報を収集・分析する。

・ 新型インフルエンザ迅速診断キッ トの有効性や治療の効果等に関する調査

研究と分析を速やかに行い、その成果を対策に反映させる。

【情報提供】

・ 国民に対して利用可能なあらゆる媒体・機関を活用し、国内外の発生状況と

具体的な対策等を対策の決定プロセ不や、対策の理由、対策の実施主体とと

もに詳細に分かりやすく、できる限り迅速に情報提供する。

・筆1疑曜籍電る:::ζ電:i野:魏
0編1体業|や1彙会101■■0画 |■で0感業拡大油itlll策■●いて

'の

1時報を適
切に提供|す|る

=|
・ 国民からコールセンター等に寄せられる問い合わせや地方自治体や関係機

関等から寄せられる情報の内容も踏まえて、国民や関係機関がどのような情

報を必要としているかを把握 し、再度の情報提供に反映する。

【情報共有】

・ 地方自治体や関係機関等とのインターネット等を活用 したリアルタイムか

つ直接的な双方向の情報共有を強化し、対策の方針の迅速な伝達と、対策の

現場の状況把握を行う。
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【コールセンターの継続】

・ 者「道府県・市区町村に対し、状況の変化に応 じたQ&Aの改定版を配布し、

コールセンターの継続を要請する。

・ 国のコールセンターを継続する。   ^

【国内での感染拡大抑制策】

・ 都道府県等に対し、地域発生早期となつた場合には、患者への対応 (治療・

隔離)や患者の濃厚接触者の対応 (外出自粛要請、健康観察等)な どの措置

を行うよう要請する。

・ 都道府県等や医療機関等に対し、患者の同居者、濃厚接触者、同じ職場等に

いる者、医療従事者又は救急隊員等搬送従事者等が十分な防御なく曝露した

際には、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよう要請する。

・ 都道府県等や関係機関に対し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が

集まる施設や、多数の者が居住する施設等における感染予防策を強化するよ

う要請する。       
´

‐ⅢⅢI発1生早1翔■|おいて1=●地域全体で積極的な感染拡大卿策を―|る ||とが
葦姜ヽ お

'●

著1造1清1県■に対ttl学 1薇寺‐|1臨■休1業|や集‐会101白1粛‐要請等|の1感

1築拡大齢1葉||1崇1施|1資|す|る1自|■|を示す||||ltllll必 要な場合には、者「道府
県等又は業界団体等に対し、発生地域の住民や関係者に対して次の要請を行

うよう依頼 し、又は直接要請を行う。

> 学校、保育施設等の設置者に対 し、臨時体業及び入学試験の延期等を行

うよう要請する。

> 集会主催者、興行施設等の運営者に対し、活動を自粛するよう要請する。

> 住民、事業所、福祉施設等に対し、手洗い、咳エチケット等を強 く勧奨

する。また、事業所に対 し、新型インフルエンザ様症状の認められた従

業員の出勤停止・受診の勧奨を要請する。

> 事業者に対 し、職場における感染予防策を徹底するよう要請する。

> 公共交通機関等に対し、感染したおそれの高い者へのマスク着用の励行

レ7-′ ′縛」殴1堵 /7″ガタ■熱

の呼びかけなど適切な感染予防策を講ずるよう要請する。

> 特に必要な場合には、住民に対し、可能な限り外出を控えるよう要請す

ることを検討する。

【入国者対策等】

・

:脚 i::1夢 :::A.lJlilil::1潔
戴副鮮茎議 1撼i

・ 渡航者・入国者等への情報提供・注意喚起を継続する。

・ 在外邦人支援を継続する。

・ 感染したおそれのある者に対しては、不要不急の出国を自粛するよう勧告す

る。また、発熱症状等が見られる者がチエックインしようとした場合には拒

否を行うよう、航空会社等に要請する。

【医療体制の整備】

|‐ 者F道府県等に対し、第一段階に引き続き、帰国者・接触者外来における診療

体制を継続するよう、ただし、必要が生|||た 際に|||●帰1国著■接触者1外来を‐

指定●て10診療1体11がら■般の|百療機関■も診藤 ‐る体制に移行|デるよう1

妻1請す|る1‐ |

【患者への対応等】

・ 者F道府県等に対し、以下を要請する。

> 新型インフルエンザと診断された者に対しては、原則として、感染症

法に基づき感染症指定医療機関等に移送
14し

、入院勧告15を
行う。

■ヽ部1造1府1県 1‐

=必
要|と1莉1断t.た場合‐1111地方1衛生1研究所におtヽそ

=1新

型イ

1'検疫法第 18条第 4項及び第 5項 、感染症法第 15条 の 3
14感染症法第 19条 、第 20条及び第 26条
15感染症法第 21条及び第 26条
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> 医療機関の協力を得て、新型インフルエンザ患者の同居者、濃厚接触

者、同じ職場等にいる者、医療従事者又は救急隊員警搬送従事者等が

十分な防御なく曝露 した際には、抗インフルエンザウイルス薬の予防

投与及び有症時の対応を指導する。なお、症状が現れた場合には、感

染症指定医療機関等に移送する。

1疇1篠籠姜|●膚報提供

'|ザ麟 1扉蒙当嘉纂堪票響子叫臆資する輛ギな二療機蒻反

【抗インフルエンザウイルス薬】

・ 第二段階の地域発生期の状況を予測し、引き続き、都道府県等や医療機関に

対し、抗インフルエンザウイルス薬を適切に使用するよう要請するとともに、

患者の濃厚接触者に対し、抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を行うよ

う要請する。

・ 引き続き、抗インフルエンザウイルス薬の適正な流通を指導する。

【医療機関・薬局における警戒活動】

・ 医療機関・薬局及びその周辺において、混乱による不測の事態の防止を図る

ため、必要に応 じた警戒活動等を行う。

//-2 弟lI殴幡 /57ア労4夕〃

【事業者の対応】

・ 全国の事業者に対し、職場における感染予防策や、事業継続に不可欠な重要

業務への重点化に向けた取組を開始するよう要請する。

・ 社会機能の維持に関わる事業者に対 し、事業継続 IF向 けた取組を要請する。

【犯罪の予防・取締 り】

・ 混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、犯罪情報の集約に

努め、広報啓発活動を推進するとともに、悪質な事犯に対する取締 りを徹底

する。

`第一段階 (海外発生期)の記載を参照。
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イフライン等の事業活動を継続する。また、その他の社会・経済活動をで

きる限 り継続する。

○受診患者数を減少させ、入院患者数や重症患者数を抑え、医療提供体制ヘ

の負荷を軽減するため、パンデミックワクチンの接種を早期に開始できる

よう準備を急ぎ、パンデミックワクチンが利用可能な場合は、できるだけ

速やかにできるだけ多くの国民に接種する。

O状況の進展に応じて、必要性の低下した対策の縮小・中止を図る。

勒
・
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・ 政府対策本部は、諮問委員会の意見を踏まえ、国全体として第二段階に入つ

たことを宣言するとともに、対策の基本的対処方針を決定する。

【国際的な情報収集】

・ 海外での新型インフルエンザ等の発生状況や各国の対応について、国際機

関・諸外国等を通じて必要な情報を収集する。

【サーベイランス】

・ インフルエンザに関する通常のサーベイランスを継続する。

・ 引き続き、国内の発生状況をリアルタイムで把握 し、都道府県等に対 して、

発生状況を迅速に情報提供 し、必要な対策を実施するよう要請する。

【調査研究】

・ 引き続き、感染経路や感染力、潜伏期等の情報を収集・分析するほか、新型

インフルエンザ迅速診断キットの有効性や、特に重症の患者の症状・治療法

と転帰等、対策に必要な調査研究と分析を速やかに行い、その成果を対策に

反映させる。

○国内のいずれかの都道府県において患者の接触歴が疫学調査で追えなくな

つた状態。

○感染拡大からまん延、患者の減少にいたる時期を含む。

○国内でも、地域によつて状況が異なる可能性がある。

(地域未発生期 )

各都道府県において患者が発生していない状態

(地域発生早期 )

各都道府県において患者が発生 しているが、全ての患者の接触歴

を疫学調査で追える状態

(地域発生期 )

各都道府県において患者の接触歴が疫学調査で追えなくなつた状

態 (感染拡大からまん延、患者の減少に至る時期を含む。)

1)医療提供体制を維持する。

2)健康被害を最小限にとどめる。

3)社会・経済活動への影響を最小限にとどめる。

○感染拡大を止めることは困難であり、対策の主眼を、早期の積極的な感染

拡大抑制策から被害軽減に切 り替える。ただし、学校等の臨時休業や集会

の自粛といつた一部の感染拡大抑制策を継続 し、感染拡大をなるべ く抑え

るよう努める。

○地域ごとに発生の状況は異なることから、都道府県ごとに実施すべき対策

の判断を行う。

○状況に応じた医療体制や感染拡大抑制策、ワクチン接種、社会・経済活動

の状況等について周知し、個人一人ひとりがとるべき行動について分かり

やすく説明するため、積極的な情報提供を行う。

○流行のピーク時の規模をできるだけ小さくし、入院患者や重症患者の数を

なるべく少なくして医療体制への負荷を軽減する。

O医療提供体制の維持に全力を尽 くし、必要な患者が適切な医療を受けられ

るようにし健康被害を最小限にとどめる。

○欠勤者の増大が予測されるが、最低限の国民生活を維持するため必要なラ
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【情報提供】            ・

。 引き続き、国民に対し、利用可能なあらゆる媒体・機関を活用し、国内外の

発生状況と具体的な対策等を、対策の決定プロセスや、対策の理由、対策の

実施主体とともに詳細に分かりやすく、できる限り迅速に情報提供する。

「
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・ 引き続き、国民からコニルセンター等に寄せられる問い合わせや地方自治体

や関係機関等から寄せられる情報の内容も踏まえて、国民や関係機関がどの

ような情報を必要としているかを把握し、再度の情報提供に反映する。

【情報共有】

・ 地方自治体や関係機関等との、インターネット等を活用 したリアルタイムか

つ直接的な双方向の情報共有を継続 し、対策の方針を伝達するとともに、者「

道府県単位での流行や対策の状況を的確に把握する。

【コールセンターの継続】

・ 者「道府県・市区町村に対 し、状況の変化に応じたQ&Aの 改定版を配布し、

コールセンターの継続を要請する。

・ 国のコールセンターを継続する。

【国内での感染拡大抑制策】

・ 都道府県等に対 し、地域発生期となつた場合は、患者の濃厚接触者を特定し

ての措置 (外出自粛要請、健康観察等)は中止するよう要請する。

・ 者「道府県等や医療機関に対 し、地域発生期となつた場合は患者との濃厚接触
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者 (同 居者を除 く。)及び同じ職場等にいる者への抗インフルエンザウイル

ス薬の予防投与を原則として見合わせるよう要請するとともに、患者と同居

する者に対する予防投与については、その効果を評価した上で継続の有無を

決定する。

都道府県等や関係機関に対 し、病院、高齢者施設等の基礎疾患を有する者が

集まる施設や、多数の者が居住する施設等における感染予防策を強化するよ

う要請する。

蔀道府県等に対し:学校等の1臨時休業■1集会の自1粛要請等|の感楽1拡大‐抑市,策

の1実

‐
れ

'1‐

資する自1安 を示すととも|に、|1必要な場合には1都道1府1県 1等
|ヌは1業1界

団体等に対し●住民や関係1者 |:対して1次|の1要1請
―を行うょう依頼||●‐文ぼ直接

美1請 |を 1行
|‐,■特11●地域‐発1生1翔|の|'ち●1流イ|が 1、規模な凛嗜||お|ヽそ|=||■

貯癬 懺 1概績菫:畠謙鑢「認鶏爵堡磁
れを1離るょう要1請する||
>学校、保育施設等の設置者に対し、臨時体業及び入学試験の延期等を行

うよう要請する。

>集会主催者、興行施設等の運営者に対し、活動を自粛するよう要請する。

>住民、事業所、福祉施設等に対し、手洗い・咳エチケットギを強く勧奨

する。また、事業所に対し、新型インフルエンザ様症状の認められた従

業員の出勤停止 :受診の勧奨を要請する。

>事業者に対し、職場における感染予防策を徹底するよう要請する。

>公共交通機関等に対し、感染したおそれの高い者へのマスク着用の励行

の呼びかけなど適切な感染予防策を講ずるよう要請する。

>特に必要な場合には、住民に対し、可能な限り外出を控えるよう要請す

ることを検討する。

,流行がピTク を越えた後には、上記の感染拡大抑制策を縮小する。

【入国者対策等】

・通‐常|1摯疲1体十ⅢI戻す:

・ 国内での発生状況を踏まえつつ、入国者への特別の情報提供を順次縮小する。




